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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下水配管に対して水封するためのトラップ構造を有し、前記トラップ構造による溜水貯
留部に使用者の排泄物を貯留し、サイフォン現象によって連通配設された下水配管に前記
排泄物を排出する大便器であって、使用者の排尿を受ける容器の水位を測定する水位測定
手段を有し、前記水位測定手段から得られる前記容器の水位変化挙動から排泄される尿の
量や排泄速度等の尿排泄情報を計測する排尿情報測定大便器において、
前記溜水貯留部を有する第一ボール部と、前記第一ボール部の上方に配置され使用者の排
泄物を受けて測定のために測定溜水として貯留するボール面を有する第二ボール部と、前
記第一ボール部と前記第二ボール部との間の連通路とを有し、前記第二ボール部に前記水
位測定手段を配すると共に、前記連通路を開閉するための連通路開閉手段を備えたことを
特徴とする排尿情報測定大便器。
【請求項２】
　前記連通路開閉手段は、前記測定留水の溢流面水位を変化させる堰構造を有しているこ
とを特徴とする請求項１に記載の排尿情報測定大便器。
【請求項３】
　前記第二ボール部は、貯留された貯留物を前記連通路を介してボール部外に排出させる
測定溜水排出手段が設けられていることを特徴とする請求項１～２のいずれかの項に記載
の排尿情報測定大便器。
【請求項４】
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　前記第二ボール部はボール面を洗浄するためのリム吐水手段を有することを特徴とする
請求項１～３のいずれかの項に記載の排尿情報測定大便器。
【請求項５】
　前記第二ボール部は、ボール内を移動して排泄される排泄物を直接採取する検体採取ア
ーム、および前記第二のボール部に貯留された前記測定溜水の一部を採取する測定溜水採
取手段の、少なくともどちらか一方を有することを特徴とする請求項１～４のいずれかの
項に記載の排尿情報測定大便器。
【請求項６】
　前記第一ボール面と第二ボール部は別体構成であり、第一ボール部上方に第二のボール
部を当接配置されることを特徴とする請求項１～５のいずれかの項に記載の排尿情報測定
大便器。
【請求項７】
　前記第一ボール部と第二ボール部は一体構成で、かつ、陶器製であることを特徴とする
請求項１～５のいずれかの項に記載の排尿情報測定大便器。
【請求項８】
　前記連通路開閉手段に溜まった尿を採取し、採取した前記尿の成分の測定を行う尿成分
測定部を備えていることを特徴とする請求項１～７のいずれかの項に記載の排尿情報測定
大便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、下水配管内で発生した下水の流れに伴う圧力変動の伝達を遮断することに係
り、特に一般の下水配管に接続された時に精度不確定要因が発生しないようにすることに
好適な排尿情報測定機能付き便器に関する発明である。 
【背景技術】
【０００２】
　従来の排尿情報測定機能付き便器装置は、排泄された尿を容器で受け、その容量を測定
するというものがある（例えば、特許文献１参照。）。 
　このような場合、採尿器に全尿を採取することが特に女性で見られるように、排尿方向
の個人差があると排尿情報測定を実施できないという問題があった。
【０００３】
　また、便器ボール部を採尿器として採取率を向上しようとするものもある（例えば、特
許文献２参照。）。
　しかし、この場合も尿が下水側に流出しないようにする必要があるが、便器のトラップ
部を伸縮させる必要があり、伸縮に伴う溜水の漏れが発生しやすく、長期間の使用という
便器の特性を満たしにくいものであった。
【０００４】
　また、便器ボール部水位を下げる方式としては、ボール部と下水配管を連通させて実現
するものもある（例えば、特許文献３参照。）。
　しかし、この場合も汚物排出路に水路固定部が露出するため、汚物詰まりなどの便器と
しての性能を低下させる恐れがあった。
【０００５】
　特許文献１の構造に対して、特許文献２および特許文献３の構造は下水配管に接続され
た便器の溜水を介して尿量を測定しようとするものであるが、実際の下水配管においては
他の水周り器具の排水に伴う通水によって下水配管内には圧力変動が発生し、溜水水位面
が移動するため測定タイミングによっては測定値に誤差が発生することがあった。
【特許文献１】特開平０７－２５９１６６号公報
【特許文献２】特開平０８－２９９３４８号公報
【特許文献３】特開平１０－０８２７８３号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、本発明の課題は、一般に排泄を
行うトイレでで、かつ、性別に関係なく高精度の尿の量や排泄速度等の尿排泄情報を測定
するために、下水配管内で他の水周り器具が使用されて水の流れが発生したとしても、そ
の影響が測定される尿排泄情報に対して加わることが無く、使用者の便器としての使い勝
手が良好な排尿情報測定機能付き大便器を得ようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明によれば、下水配管に対して水封するた
めのトラップ構造を有し、前記トラップ構造による溜水貯留部に使用者の排泄物を貯留し
、サイフォン現象によって連通配設された下水配管に前記排泄物を排出する大便器であっ
て、使用者の排尿を受ける容器の水位を測定する水位測定手段を有し、前記水位測定手段
から得られる前記容器の水位変化挙動から排泄される尿の量や排泄速度等の尿排泄情報を
計測する排尿情報測定大便器において、
前記溜水貯留部を有する第一ボール部と、前記第一ボール部の上方に配置され使用者の排
泄物を受けて測定のために測定溜水として貯留するボール面を有する第二ボール部と、前
記第一ボール部と前記第二ボール部との間の連通路とを有し、前記第二ボール部に前記水
位測定手段を配すると共に、前記連通路を開閉するための連通路開閉手段を備えたことを
特徴とすることにより、
下水配管内で発生する他の設備器具由来の通水に伴う圧力変動が発生しても、本発明の排
尿情報測定便器に伝達されないようにすることを可能とした。
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項２記載の発明によれば、前記連通路開閉手段は、前記
測定留水の溢流面水位を変化させる堰構造を有していることを特徴とすることにより、
簡便な構成で下水配管の圧力伝達の阻止ができるようになった。
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項３記載の発明によれば、前記第二ボール部は、貯留さ
れた貯留物を前記連通路を介してボール部外に排出させる測定溜水排出手段が設けられて
いることを特徴とすることにより、
排泄物を下水配管に排出することができ、一般的な便器としての併用を可能とした。
【００１０】
　上記目的を達成するために請求項４記載の発明によれば、前記第二ボール部はボール面
を洗浄するためのリム吐水手段を有することを特徴とすることにより、
排泄物の落下面を衛生的に洗浄することができるようになった。
【００１１】
　上記目的を達成するために請求項５記載の発明によれば、前記第二ボール部は、ボール
内を移動して排泄される排泄物を直接採取する検体採取アーム、および前記第二のボール
部に貯留された前記測定溜水の一部を採取する測定溜水採取手段の、少なくともどちらか
一方を有することを特徴とすることにより、
個人差を気にすることなく、ボール部前体で尿検体の採取を可能とした。
【００１２】
　上記目的を達成するために請求項６記載の発明によれば、前記第一のボール部と第二の
ボール部は別体構成であり、第一のボール部上方に第二のボール部を当接配置されること
を特徴とするとすることにより、
排尿情報測定機能を後付けすることができるようになった。
【００１３】
　上記目的を達成するために請求項７記載の発明によれば、前記第一のボール部と第二の
ボール部は一体構成で、かつ、陶器製であることを特徴とすることにより、
汚れ詰まりなとが発生しにくく、衛生的な便器の使用が可能になった。
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【００１４】
　前記連通路開閉手段に溜まった尿を採取し、採取した前記尿の成分の測定を行う尿成分
測定部を備えていることを特徴とすることにより、
特に女性は排尿方向に個人差があることと、生理学的に排尿方向の変更を自分の意志で行
うことが難しいことから、第二ボール全体を集尿手段として利用できるため、尿採取とし
ての使い勝手がよくなった。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、下水配管内で圧力変動が発生しても高精度に溜水水位水位変化が測定
できるようになり、溜水水位変化を利用して高精度の排尿情報測定が実現できるという効
果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態に関し、以下に図を用いて詳説する。
【実施例】
【００１７】
　図１は、本発明の排尿情報測定装置を組み込んだ洋風大便器の実施例を示す斜視図であ
る。
　大便器ユニット１は、洋風大便器１０、便座２１と便ふた２２を回動自在に係止した便
座装置本体２、排尿情報測定部４と制御部５を内蔵する機構ユニットケース３、および、
前記洋風大便器１０の上面であるリム面１４に取り付けられる採尿装置６によって構成さ
れている。洋風大便器１０の内側には、使用者の排泄物を受ける溜水が貯えられると共に
、その下方がトラップ部１５を介して図示しない下水配管と連通している第一ボール部１
１が構成されている。溜水はトラップ部１５を介して図示しない下水配管と連通している
。採尿装置６は洋風大便器１０の上方に係止されると共に、その内側に向けて使用者の排
泄物を受ける鉢状の第二ボール部１２が構成されている。採尿装置６の上方は、便座装置
本体２と便座２１が当接している。トラップ部１５はロータンクからの給水によって満水
となる、または直圧バルブからのゼット吐水がもたらす負圧によって生じたサイホン現象
によって、溜水を使用者の排泄物と共に下水配管に送出するようになっている。
【００１８】
　第一ボール部１１と、その上方に配置された第二ボール部１２の間には、排泄物が通過
する流路が構成されると共に、その間には排泄物の連通路開閉手段２０が配置されている
。連通路開閉手段２０は、フラップ弁のような弁体の開閉手段であったり、設定された所
定量に尿量が達するまで溢流を防止できるよう溢流面が上下動する堰である。尿の採取構
造については、後述する。
【００１９】
　壁には遠隔操作装置５０が設けられている。尿成分測定結果はプリンター５３によって
出力される。測定結果は使用者が個人的な生態情報として管理するだけでなく、測定結果
を判読した医療スタッフが医療行為に使用することもできる。紙面で出力するだけでなく
、無線や有線の通信回線を利用した情報伝送であったり、ＲＦＩＤタグやＩＤカードや磁
気カードや半導体メモリーなどの外部記憶媒体を利用した出力であったり、装置内部で情
報を記憶する半導体メモリーやハードディスクなどの内部記憶媒体であってもよい。
【００２０】
　図２は、本発明の本発明の排尿情報測定装置を洋風大便器に組み付けた事例を示す斜視
図である。
　洋風大便器１０の内側には、使用者の排泄物を受ける溜水が貯えられると共に、図示し
ない下水配管と連通している第一ボール部１１が構成されている。採尿装置６は洋風大便
器１０の上方に係止されると共に、その内側に向けて使用者の排泄物を受ける鉢状の第二
ボール部１２が構成されている。第一ボール部１１と、その上方に配置された第二ボール
部１２の間には、排泄物が通過する流路が構成されると共に、その間には排泄物の連通路
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開閉手段２０が配置されている。連通路開閉手段２０は、フラップ弁のような弁体の開閉
手段であったり、設定された所定量に尿量が達するまで溢流を防止できるよう溢流面が上
下動する堰である。また洋風大便器１０のリム面１４に上方に配置された採尿装置６は、
使用者の尿を採取する採尿器６１、第二ボール部１２内部を回動させる採尿アーム６２、
および、駆動動作を行うモーター６３で構成されている。採尿装置６の内部には、排泄さ
れた尿中に含まれる特定成分の定性・定量測定を実施すべく尿成分測定部に送出したり廃
液を溜水に戻すための配管部材や、機構部を動作させるための制御配線が内蔵されている
。尿成分測定部は機構ユニットケース３に内蔵されている例だけでなく、項目の一部は採
尿器６１中で実施しても良く、尿温度や尿中に含まれる電解質濃度のような項目は直接に
接尿する部材である。採尿器６１中に配置したセンシング手段で測定すると、高精度な測
定が期待できる。尿成分測定部は、バイオセンサーや電気化学センサーや物理量計測セン
サーをはじめとする各種生体情報センシング手段が組み込まれても良いし、他の大型臨床
検査装置で測定すべく検体を採取して容器に所定量だけ備蓄するような方法であっても良
い。なお採尿装置６の外郭は、排泄物や水との接触を配慮して、抗菌性のある材質を選定
したり、撥水性のある処理を実施しておけば清掃性がより向上する。採尿装置６の外郭サ
イズは洋風大便器１０の外形シルエットと略同様の形状であるため、使用者の下肢裏側と
干渉せず、採尿機能が組付けられた便器であっても用便行為自体を行う限りにおいて、一
般便器との間で使い勝手面の支障が発生することがない。合わせて尿成分測定部６がトイ
レの床面を占有していないため、清掃の度ごとに尿成分測定部を移動させる必要もない。
尿成分測定部の存在がトイレとしてのスペースが狭めることがなく使い勝手がよいだけで
なく、トイレの衛生性としても有用である。
【００２１】
　尿検体の採取方法として、採尿器６１を利用した空中採尿方式だけでなく、第一ボール
部１１と、その上方に配置された第二ボール部１２の間の連通路開閉手段２０に溜まった
尿を尿成分測定部に吸引する方法も考えられる。
　第二ボール部１２全体で尿を採集できるため、女性で見受けられるように排尿方向に個
人差があったとしても、採尿器６１に尿がかからなかったり採取できる量が少ないという
現象を防止できる。ヒトの大便には胆汁由来のビリルビンが含まれるため、第二のボール
部１２に大便飛沫が残っていた場合、尿検体に混入して特に肝臓疾患の指標であるウロビ
リノーゲンの誤差要因となる恐れがある。また大便中の細菌が尿検体中で繁殖して、腐敗
の原因となる恐れがある。これらの課題に対しては、第二ボール部１２の洗浄用として後
述の電解水を利用した殺菌・制菌を実施している。なお尿の採取方法として、混入が絶対
に不可なものについては採尿器６１を利用した空中採尿を利用し、大便飛沫混入が認めら
れるものについては第二ボール部１２を介した回収を共に利用するものであってもよい。
【００２２】
　図３は、本発明の洋風大便器システムの第一の実施例を示す測定系システム図である。
　洋風大便器１０の内側には第一ボール部１１が形成され、底部は上方に屈曲した管路か
らなるトラップ部１５と連通している。本図に示すトラップ部１５はロータンクからの給
水によって満水となって生じるサイホン現象、また別の事例としては直圧バルブからのゼ
ット吐水がもたらす負圧によって生じたサイホン現象によって、溜水１３を使用者の排泄
物と共に下水配管に送出するよう排水ソケット１６と接続されている。第一ボール部１１
の上部にはリム吐水ノズル８が構成され、採尿装置６の内側に構成される第二ボール部１
２を洗浄する水を供給するよう連通している。
第一ボール部１１と、水位変化によって排泄された尿量を測定するための第二ボール部１
２は別体であり、両者は組合せによって洋風大便器１０を構成するようになっている。組
合せ隙間部に汚物汚れが侵入しないよう、パッキン手段の組込みなどが必要であるが、通
常の便器に対して排尿情報測定機能を後付けすることができるため、機能の拡張性という
メリットがある。
【００２３】
　洋風大便器１０のリム面１４に上方に配置された採尿装置６は、使用者の尿を採取する



(6) JP 4395891 B2 2010.1.13

10

20

30

40

50

採尿器６１と採尿アーム６２を、第二ボール部１２内部で回動させている。また第二ボー
ル部１２の間の連通路開閉手段２０に溜まった尿のいずれか、または両方は尿中の特定成
分測定を実施すべき尿成分測定部９に吸引される。なお前述のように、電解物質濃度や尿
温度などのセンサーは、採尿器６１に組みつけられてもよい。採尿器６１によって空中採
取された検体が送出されるのが尿成分測定部９－ａであり、第二ボール部１２で採取され
た検体が送出されるのが尿成分測定部９－ｂである。
【００２４】
　第二ボール部１２の連通路開閉手段２０近傍には、尿および／または尿混じりの溜水の
水位ヘッドを測定する水位測定手段として、導圧路４２を介して圧力センサー４３が取付
けられている。溜水の水位ヘッドを測定する時には、三方弁３３の流路が圧力センサー４
３と第二ボール部１２間を連通するようになっている。止水栓１７に導かれた市水は、チ
ーズ１７－１によって洋風大便器１０に洗浄水を供給するためのロータンク１０－１と第
二ボール部１２側に分岐される。ロータンク１０－１の内部には、図示しないボールタッ
プが内蔵されている。第二ボール部１２側に分岐されされた市水は、開閉弁１９に導かれ
る。市水はバキュームブレーカーやエアギャップなどの逆流防止手段３２を経て、三方弁
３５に導かれている。導圧管４２内部を洗浄するときには市水を導圧管４２に導くよう、
三方弁３５の管路を三方弁３３側に管路を連通させる。また第二ボール部１２内部に溜ま
った尿を尿成分測定部９－ｂが吸引する時には、三方弁３５は導圧管４２と尿成分測定部
９を連通するよう切替可能とし、尿成分測定部９－ｂの吸引機構によって検体としての尿
が尿成分測定部９－ｂに送り込まれることになる。三方弁３５と三方弁３３の間には電解
水生成手段３７が配置されている。市水を第二ボール部１２に導く時、また第二ボール部
から吸引した尿検体の廃液を尿成分測定部９から第二ボール部に戻す時に、塩素を含んだ
市水を電気分解して殺菌性のある次亜塩素イオンを生成することにより、配管内部で尿や
トイレ内の環境起因の細菌等の繁殖で管路閉塞が生じることを防止している。尚、抗菌性
のある銀イオンなどの金属イオンを供給するように装置であっても、考え方としては同じ
である。
【００２５】
　待機時に第一ボール１１はトラップ部１５の溢流面まで溜水１３を貯えている。直接、
使用者の尿を受ける第二ボール部１２は連通路開閉手段２０を開放した状態としている。
使用者が測定準備操作をした場合、市水は止水栓１７、チーズ８、開閉弁１９、逆流防止
手段３２、三方弁３５、三方弁３３、電解水生成手段３７、および、導圧路４２を介して
第二ボール部１２に導かれる。連通路開閉手段２０は開放した状態であるから、水は溜水
１３に落下する。
【００２６】
　次いで開閉弁１９の閉止と三方弁３３の切替動作を実施する。導圧路４２から三方弁３
３を介した圧力センサー４３までの流路は市水の供給で満水に成ると共に、第二ボール部
１２と圧力センサー４３の間が水位検出のための導圧路として準備される。その状態で連
通路開閉手段２０を閉止し、使用者の排尿を待つ。使用者が排尿すると連通路開閉手段２
０の上に尿が溜まり、その水位は圧力センサー４３によって測定される。尿が第二ボール
部１２に存在しない状態を圧力センサー４３の測定基準として、尿が排泄された水位が圧
力センサー４３で測定されることになるため、毎回の測定再現性が高い。
【００２７】
　水位Ｚは排尿後水位であり、水位Ｙが排尿前水位である。水位Ｙの時は第二ボール部１
２は空であるから、水位Ｚの時の第二ボール部１２溜水量が排尿量ということになる。下
水配管中に他の設備器具などに起因する排水流れによって圧力変動が発生した場合、溜水
１３の溜水水位Ｘは変動することになるが、連通路開閉手段２０が閉止しているため、圧
力センサー４３に影響が伝わることが無く、高精度の水位Ｚ測定、引いては排尿情報測定
が実施可能となる。第二ボール部１２の溜水水位と溜水量の関数関係は、設計値として設
定されるだけでなく、製造・施工誤差が想定される場合には後述の方法によって施工時や
定期点検時などに、定量給水に対する水位変化挙動を測定して、検量線や対照テーブルと
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して設定されるものであっても良い。
【００２８】
　単位時間当たりの溜水水量変化は、尿流速または尿流率と称されるものであるから、溜
水量の時間変動挙動の微係数を演算することによって、尿流速または尿流率を演算しても
よい。なお、尿流速または尿流率の演算は、単位圧力の増加に要する時間を計測すること
によっても行うことができる。また、これら尿流速または尿流率が最大値となるまでの排
尿開始からの時間も記憶するようにして、結果として得られた、尿量，排尿時間、最大尿
流速（最大尿流率）、最大尿流速（最大尿流率）に達するまでの時間といった情報と、予
めデータベース化されて記憶されている評価テーブルとの比較に基づいて、使用者の泌尿
器疾病の可能性の推定を行うこともできる。
【００２９】
　排泄された尿は、連通路開閉手段２０を開放して第一ボール部１１の溜水１３に落下さ
せた後、ロータンク１０－１からリム吐水ノズル８によって第二ボール部１２に導かれる
。連通路開閉手段２０を経て第一ボール部１１に導かれた水は、トラップ部１５の頂部を
満たした後、サイホン現象によって排水ソケット１６を介して図示しない下水配管に送出
されていくことになる。排出完了後、ロータンク１０－１からのリフィール水はリム吐水
ノズル８、第二ボール部１２、連通路開閉手段２０を介して第一ボール部１１に導かれ、
溜水１３は再びトラップ部１５の溢流水位Ｗに復帰することになる。
【００３０】
　使用者が準備操作をしなかった場合、連通路開閉手段２０は開放されたままであり、大
便モードとして動作する。この状態で使用者が排便した場合、大便は直接、溜水１３に落
下する他、一部は第二ボール部１２に残ることになる。第二ボール部１２に設けられたリ
ム吐水ノズル８は周状の第二ボール部１２に対して接線状に導流され、旋回した流れは付
着した大便を洗い落としながら溜水１３に落下する。連通路開閉手段２０を経て第一ボー
ル部１１に導かれた水は、トラップ部１５の頂部を満たした後、サイホン現象によって排
水ソケット１６を介して図示しない下水配管に送出されていくことになる。排出完了後、
ロータンク１０－１からのリフィール水はリム吐水ノズル８、第二ボール部１２、連通路
開閉手段２０を介して第一ボール部１１に導かれ、溜水１３は再び溢流水位てに復帰する
ことになる。特に第二ボール部１２には、セフィオンテクト（商標）と称されるような付
着防止手段を配するべきであり、排泄物は旋回流によって溜水１３に流れ落ちやすくなっ
ている。
【００３１】
　図４は、本発明の洋風大便器システムの第一の実施例を示すフローチャートである。
　Ｓ１０１は待機している排尿情報測定便器が使用者の近接を検知するステップである。
水位測定のための圧力センサーと水位測定を行う第二ボール部をつなぐ導圧管は、バキュ
ームブレーカーを代表事例とされる逆流防止手段によって換気され、管路内部は空になっ
ている。第一ボール部はトラップ部の溢流水位まで溜水は満水となっているが、第一ボー
ル部と第二ボール部の間の連通路開閉手段は開放されているため、第二ボール部は空にな
っている。合わせて第二ボール内を回動する採尿アームは、上面近傍で移動している。Ｓ
１０２は水位を圧力として測定するための導圧管路を満水とするステップである。圧力セ
ンサーから使用者が排尿して尿によって水位が上昇する第ニボール間の空気を追い出し、
全て水で充填し、水位変化による圧力変化をロスなく圧力センサーに伝達できるようにな
る。合わせて待機中の導圧管内汚れを洗浄する効果も期待できる。
【００３２】
　Ｓ１０３は使用者が準備操作として準備スイッチを押したり、個人認証用のタグやカー
ドをかざす等の所定の準備操作を行うステップである。尿量を測定するのではなく、大便
用途の場合は準備スイッチ操作をせずに着座することになり、Ｓ２０１ステップに移行す
る。Ｓ１０３ステップで排尿情報測定の意思を使用者が示した場合、Ｓ１０４ステップで
使用者が排尿を行う第二ボールの水位による圧力を測定する。連通路開閉手段が作動して
いないため水位は０であり、その圧力が原点として認識され、圧力センサーが校正される
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。Ｓ１０５は第二ボールに排泄された尿が、第一ボールに落下することを防止するために
連通路開閉手段、例えばフラップ弁のような構成を駆動する。連通路開閉手段の作動が完
了すると、排尿に伴う水位変化を測定できるようになるため、Ｓ１０６ステップで使用者
に対して排尿情報測定準備が完了したことを表示する。使用者の使い勝手を考えた場合、
Ｓ１０１からＳ１０６までに要する時間は１０秒以内とすると、排尿したいのに待たなけ
ればならないと使用者が感じることを防止することができる。
【００３３】
　Ｓ１０７ステップで、採尿アームを使用者の排泄経路に移動させる。性別や個人認証結
果、また座位か立位かによって採尿器の駆動位置を変更が推奨される。Ｓ１０８ステップ
で使用者は採尿器に向けて排尿を実施する。女性の排尿は座位で実施されるが、一般的に
男性の排尿は座位だと飛び散りの発生を防止できる。ただし尿流率の測定を行う時には、
男性は腹筋が働きやすい立位で行うことが推奨される。Ｓ１０９は尿中に含まれる特定成
分濃度を測定するために尿を吸引し、所定のセンシング手段に向けて送出するステップで
ある。尿量のみが必要な場合は不要であるが、尿検体による特定成分濃度測定が必要な場
合は適宜採用すればよい。
【００３４】
　排尿が終了すると、使用者はＳ１１０ステップで終了操作を実施する。終了スイッチを
押したり、個人認証用のタグやカードをかざす等の所定の操作を行うことになる。Ｓ１１
０は第二ボールの水位を圧力値で測定するステップである。Ｓ１１１は水位を尿量に換算
するステップである。排尿前の溜水量は０であるから、測定した水位が表す溜水量がその
まま尿量として演算される。水位と溜水量の関係は、設計値として設定するほか、施工や
寸法的なバラツキを含む場合は所定水量ごとの水位を学習させて、水位と溜水量の関係を
示す検量線を設定してもよい。
【００３５】
　Ｓ１１２は水位変化から尿量を換算するステップである。排尿と同時に大便のような固
形で体積を有するものが落下した場合、水位変化挙動に不連続点が発生したり、大きな波
立ちが生じることから、Ｓ１１３ステップにおいて大便の同時排泄が懸念される場合は、
Ｓ１１４ステップにおいて排尿情報測定精度に疑念があることを警告する出力を行う。尿
中の特定成分測定のための吸引動作が実施される場合、大便混入が懸念されると特定成分
測定ができない項目については診断ミスを防止するため、および、器具保全のために検体
としてのサンプル尿の吸引をＳ１１５ステップで中止する。
【００３６】
　Ｓ１１６は尿中に含まれる特定成分濃度を測定するために、連通路開閉手段の上に溜ま
った尿を吸引し、所定のセンシング手段に向けて送出するステップである。採尿器で空中
採尿する方式に比べ、ボール部中に付着した大便飛沫や洗剤や排泄物由来の細菌などの混
入が起こる場合が想定されるが、測定しようとしている項目によっては本方式を採用して
もよい。例えば尿中のウロビリノーゲンを測定したい場合に大便の混入は不可であるが、
尿中のグルコースを測定したい場合には微小量の大便飛沫混入は誤差要因として除外でき
る可能性がある。特に女性は排尿方向に個人差があることと、生理学的に排尿方向の変更
を自分の意志で行うことが難しいことから、本方式のように第二ボール全体を集尿手段と
して利用できることから、尿採取としての使い勝手がよいことになる。
【００３７】
　Ｓ１１７は第二ボール部の尿を第一ボール部の溜水に落下させるために、連通路開閉手
段を作動させるステップである。Ｓ１１８で排泄物が侵入した恐れのある導圧管は洗浄さ
れ、洗浄水は第一ボール部の溜水に落下する。使用者がＳ１１９ステップで便器洗浄操作
を実施すると、Ｓ１２０ステップで第二ボール部に向けたリム洗浄と、第一ボール部の排
泄物混じりの水を排出する便器洗浄が実施され、用足しが終了した使用者の離座とトイレ
離室をＳ１２１ステップで検出する。
【００３８】
　大便を行う場合は準備操作を行わないため、Ｓ２０１で着座を検出する。Ｓ２０２で使
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用者が排便した後、Ｓ２０３で便器洗浄操作を受付ける。連通路開閉手段が作動していな
いため、直接大便は第一ボールに落下する。なお着座検出に合わせて、第二ボール部に向
けたリム吐水によるプレ洗浄を実施すれば、第二ボール部に大便飛沫が付着する恐れはか
なり小さくなる。次いでＳ２０４ステップで導圧管が洗浄され、大便が導圧管に侵入する
ことを防止する。次いでＳ２０５ステップで便器洗浄が実施された後、使用者はＳ２０６
ステップで便座から立ち上がったことが検出される。
【００３９】
　図５は、本発明の洋風大便器システムの第一の実施例の動作シーケンスである。
　使用者が準備操作を行うと、開閉弁１９が所定時間動作して導圧管に水を供給して洗浄
を行い、市水を充填する。次いで連通路開閉手段２０が作動し、圧力センサーと第二ボー
ル間を連通すべく三方弁３３を駆動する。圧力センサー３４が起動され原点位置が構成さ
れた後、連通路開閉手段２０が作動し第二ボール部から第一ボール部に尿が落下しないよ
うにする。合わせて三方弁３５が作動して、第二ボール部の尿を尿成分測定部に送れるよ
う準備する。尿成分測定を尿量や尿流率等の排尿状態に関係する情報を測定する排尿情報
測定と同時に実施し、かつ、大便の混入不可の場合は採尿器が排尿経路に移動する。使用
者が排尿を行うと第二ボール部１２の水位が上昇するが、採尿器の尿検知に合わせて、尿
成分測定部９に尿検体が送られる。排尿が終了すると尿量・尿流率などが演算・印刷等で
使用者・データ管理者に開示される。
【００４０】
　次いで第二ボール部１２中の尿は、三方弁３５を介してその検体を尿成分測定部９－ａ
に送る。使用者が便器洗浄操作を実施すると、連通路開閉手段２０が作動して第二ボール
部１２中の尿を第一ボール部１１に落下させ、第二ボール部１２にリム吐水が供給される
。給水によって第一ボール部１１のトラップ部１５は満水となり、生じるサイホン現象に
よって第一ボール部の排泄物混じりの溜水は下水配管に向けて排出される。その後、リフ
ィール水によって第一ボール部には再び溜水が溜まる。導圧管に向けた吐水が開閉弁１９
の動作によって実施され、接尿した配管の清浄性が保たれることになる。
【００４１】
　図６は、本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第二の実施例を示す測定系システム
図である。
　洋風大便器１０の内側には第一ボール部１１が形成され、底部は上方に屈曲した管路か
らなるトラップ部１５と連通している。トラップ部１５はロータンクからの給水によって
満水となる、または直圧バルブからのゼット吐水がもたらす負圧によって生じたサイホン
現象によって、溜水１３を使用者の排泄物と共に下水配管に送出するよう排水ソケット１
６と接続されている。第一ボール部１１の上部には使用者の尿が溜まる第二ボール部１２
が配置され、第一ボール部１１と第二ボール部１２の間には連通路開閉手段２０が構成さ
れている。第二ボール部１２に排泄された尿は、第二ボール部１２の上部に構成されたリ
ム吐水ノズル８による第二ボール部１２の周に沿う洗浄水の旋回流によって、連通路開閉
手段２０を経て溜水１３に押し出されるようになっている。第二ボール部１２における連
通路開閉手段２０の最下点近傍には導圧路４２が接続されており、第二ボール部１２の排
尿に伴う水位変化を圧力値として測定している。
【００４２】
　本例において、第二ボール部に組み付けることができる空中採尿用の採尿アーム回動機
構は省略されている。また第一の実施例において連通路開閉手段２０はギロチン式のスラ
イド弁を採用していたが、本例では回動方式のフラップ弁を採用した例を示した。連通路
開閉手段２０を開放しても、溜水１３に対して排泄物が直接落下しないため第二ボール部
１２に大便等が付着しやすいという欠点があるが、弁体の動作スピードを上げて弁体自身
が汚れにくいという特徴を持っている。第二ボール部１２には、セフィオンテクト（商標
）と称されるような付着防止手段を配することで大便付着を防止している。
【００４３】
　なお本実施例において、第一ボール部１１と第二ボール部１２は一体に構成され、かつ
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陶器によって形成された洋風大便器１０となっている。第一の実施例が別体であったため
、両者の隙間に汚れが侵入しやすいのに対して汚れが侵入する恐れがなく、衛生的な使用
が可能になっている。また洋風大便器１０の上面には開口１０－２が形成されており、連
通路開閉手段２０の駆動機構を組み込んだり、万一便器が詰まった時のメンテナンスが実
施できるよう配慮されている。
【００４４】
　図７は、本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第三の実施例を示す測定系システム
図である。
　洋風大便器１０の内側には第一ボール部１１が形成され、底部は上方に屈曲した管路か
らなるトラップ部１５と連通している。トラップ部１５はロータンクからの給水によって
満水となる、または直圧バルブからのゼット吐水がもたらす負圧によって生じたサイホン
現象によって、溜水１３を使用者の排泄物と共に下水配管に送出するよう排水ソケット１
６と接続されている。第一ボール部１１の上部には使用者の尿が溜まる第二ボール部１２
が配置され、第一ボール部１１と第二ボール部１２の間には連通路開閉手段２０が構成さ
れている。第二ボール部１２に排泄された尿は、第二ボール部１２の上部に構成されたリ
ム吐水ノズル８による第二ボール部１２の周に沿う洗浄水の旋回流によって、連通路開閉
手段２０を経て溜水１３に押し出されるようになっている。
【００４５】
　第二ボール部１２における連通路開閉手段２０の最下点近傍には導圧路４２が接続され
ており、第二ボール部１２の排尿に伴う水位変化を圧力値として測定している。本例にお
いて、第二ボール部１２に組み付けることができる空中採尿用の採尿アーム回動機構は省
略されている。また第一の実施例において連通路開閉手段２０はギロチン式のスライド弁
を採用していたが、本例も回動方式のフラップ弁を採用した例を示した。第二の実施例に
おいて、トラップ部１５の溢流面の上方に第二のボール部を配置したのに対して、本例は
溢流面の下方にまで第二ボール部１２を干渉させるようレイアウトしている。
【００４６】
　第二の実施例では第二ボール部１２の床からの高さが高くならざるを得ないが、本例の
方法を採用すると第二ボール部１２の床からの高さ寸法を抑制することができる。下肢に
障害を持つ方が車椅子から移乗することを配慮すると、第二ボール部１２の床からの高さ
は４１７ｍｍ程度とすることが推奨されるが、背の低い高齢者などを配慮すると第二ボー
ル部１２の床からの高さは３７０ｍｍ程度とするべきである。本例の構成を採用すると、
第二ボール部１２の床からの高さは３７０ｍｍ程度が可能である。
【００４７】
　連通路開閉手段２０を開放した時に、第一ボール部１１中の溜水１３の一部が第二ボー
ル部１２内部に侵入する。排尿情報測定を実施するときには連通路開閉手段２０を閉止し
た後、導圧管４２、三方弁３３、三方弁３５を介してポンプ４１で吸引を行い、排水ソケ
ット１６に排水を行うようになっている。また管路にはトラップ４３が設けられているた
め、下水配管中の臭気や昆虫などがトイレ内に侵入することが無い。また連通路開閉手段
２０を開放しても、溜水１３に対して排泄物が直接落下しないため第二ボール部１２に大
便等が付着しやすいという欠点がある。第二ボール部１２には、セフィオンテクト（商標
）と称されるような付着防止手段を配することで大便付着を防止している。
【００４８】
　なお本実施例においても前述した第ニ実施例同様、第一ボール部１１と第二ボール部１
２は一体に構成され、かつ陶器によって形成された洋風大便器１０となっている。第一の
実施例が別体であったため、両者の隙間に汚れが侵入しやすいのに対して汚れが侵入する
恐れがなく、衛生的な使用が可能になっている。また洋風大便器１０の上面には開口１０
－２が形成されており、連通路開閉手段２０の駆動機構を組み込んだり、万一便器が詰ま
った時のメンテナンスが実施できるよう配慮されている。
【００４９】
　図８は、本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第四の実施例を示す測定系システム
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図である。
　第一ボール部１１の上方に第二ボール部１２を構成する考え方は前述のものと同じであ
るが、本実施例の構成は第一ボール部１１と第二ボール部１２の間に開閉弁を構成するの
ではなく、第二ボール部１２に排泄された尿が第一ボール部に落下しないよう、堰状の連
通路開閉手段２０を形成しているところにある。本実施例の連通路開閉手段２０はネジ対
偶で第二ボール部１２に組み合わされており、尿を貯める時には連通路開閉手段２０が回
動して上方に伸出し、尿を第一ボール部１１に落下させる時には同じく連通路開閉手段２
０が回動して第二ボール部１２のツラ面まで後退するようになっている。また排泄された
尿が連通路開閉手段２０中央の開口を通じて直接第一ボール部１１に落下することが無い
よう、貯尿時には採尿器６１が開口部上方に回動移動して開口を覆うようになっている。
当然、採尿器は検体の一部を採取して尿中の特定成分を測定しても良い。
【００５０】
　図９は、本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第四の実施例の連通防止処断の斜視
図である。
　連通路開閉手段２０は略筒状であり、中央には排泄物が通過する開口が形成されている
。外周にはネジ２０－１が形成されており、前述の第二ボール部との間で回動による伸出
・後退が実現されるようになっている。回動方法としてはリム面部に配置されたモーター
などの回動手段からワイヤーなど自由曲面に沿って駆動力を伝達できる方法で引き回すこ
とが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の排尿情報測定装置を組み込んだ洋風大便器の実施例を示す斜視図である
。
【図２】本発明の本発明の排尿情報測定装置を洋風大便器に組み付けた事例を示す斜視図
である。
【図３】本発明の洋風大便器システムの第一の実施例を示す測定系システム図である。
【図４】本発明の洋風大便器システムの第一の実施例を示すフローチャートである。
【図５】本発明の洋風大便器システムの第一の実施例の動作シーケンスである。
【図６】本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第二の実施例を示す測定系システム図
である。
【図７】本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第三の実施例を示す測定系システム図
である。
【図８】本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第四の実施例を示す測定系システム図
である。
【図９】本発明を組み込んだ洋風大便器システムの第四の実施例の連通防止処断の斜視図
である。
【符号の説明】
【００５２】
　　　１…大便器ユニット
　　　２…便座装置本体
　　　３…機構ユニットケース
　　　４…排尿情報測定部
　　　５…制御部
　　　６…採尿装置
　　　８…リム吐水ノズル
　　　９…尿成分測定部
　　　９－ａ…尿成分測定部
　　　９－ｂ…排尿情報測定部
　　　１０…洋風大便器
　　　１０－１…ロータンク
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　　　１０－２…開口
　　　１１…第一ボール部
　　　１２…第二ボール部
　　　１３…溜水
　　　１４…リム面
　　　１５…トラップ部
　　　１６…排水ソケット
　　　１７…止水栓
　　　１７－１…チーズ
　　　１９…開閉弁
　　　２０…連通路開閉手段
　　　２０－１…ネジ
　　　２１…便座
　　　２２…便ふた
　　　３２…逆流防止手段
　　　３３…三方弁
　　　３５…三方弁
　　　３７…電解水生成手段
　　　４２…導圧路
　　　４３…圧力センサー
　　　５０…遠隔操作装置
　　　５３…プリンター
　　　６０…採尿ユニット
　　　６１…採尿器
　　　６２…採尿アーム
　　　６３…モーター
　　　Ｗ…溢流水位
　　　Ｘ…溜水水位
　　　Ｙ…スタート水位
　　　Ｚ…排尿後水位



(13) JP 4395891 B2 2010.1.13

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】



(14) JP 4395891 B2 2010.1.13

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(15) JP 4395891 B2 2010.1.13

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平８－２９９３４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－８２７８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２１４４９６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平７－２５９１６５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｎ　３３／４９３　　　
              Ｅ０３Ｄ　９／００－１１／００　　　　
              Ａ６１Ｂ　５／２０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

